
各市町所有のニュースポーツ用具 （H30.12.1現在）

大 田 原 市 那 須 町 那 須 塩 原 市

形 態 種 目 指導・用具 用具のみ 指導・用具 用具のみ 指導・用具 用具のみ
どちらも可 借用可 どちらも可 借用可 どちらも可 借用可

ゴ ル フ 型 グラウンド・ゴルフ ① ① ○ ○ ○

ターゲット・バードゴルフ ○ ○ ○

スナッグゴルフ ○ ○ ○ ○

ゴルゲート ① ①

ディスクゴルフ ○ ○ ○ ○

スカイクロス ○ ○ ○ ○ ○ ○

バレーボール型 インディアカ ○ ○ ○ ○ ○ ○

さいかつぼーる ○ ○ ○ ○ ○ ○

大田原ボール ○ ○

テ ニ ス 型 ラージボール卓球 ○ ○ ○ ○ ○

ラケットテニス ○

リングテニス ○ ○

タ ー ゲ ッ ト 型 シャッフルボード ○ ○ ○ ○

カローリング ① ① ○ ○ ○ ○

フロアーカーリング ○ ○ ○ ○

ペタンク（屋内外可） ○ ○ ○ ○ ○ ○

スポーツ吹き矢 ○ ○ ○ ○ ②

ディスコン ○ ○

ディスゲッター ○ ○ ○ ○

スマイルボウリング ○ ○

ボッチャ ○ ○

ダーツ ②

スカットボール ○ ○

そ の 他 ドッヂビー ○ ○ ○ ○ ○ ○

キャッチング・ザ・スティック ○ ○

キンボール ○ ○ ○ ○ ○ ○

タグラグビー ○ ○

ユニホック ○

輪投げ ① ① ○ ○

スポーツチャンバラ ○ ○

※ ①については、黒羽体育館または各地区公民館所有

②については、用具のみを貸し出すことはできません。（指導可能な場合に用具使用も可能）


